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土浦市民で満３歳以上の小学校就学前の幼児が利用している。  

満３歳以上の小学校就学前の在籍する全ての幼児を対象として

提供している標準的な開所時間が、おおむね１日４時間以上８

時間未満、週５日以上かつ年間３９週以上である。  

認可施設（保育所・幼稚園・認定こども園・小規模保育事業・

家庭的保育事業・事業所内保育事業）、企業主導型保育事業で

はない。  

別表の対象施設認定基準を全て満たしている。  

子育てのための施設等利用給付を受けている満３歳以上の小学

校就学前の幼児の数が、施設等を利用する満３歳以上の小学校

就学前の幼児の数の半数を超えない。  

当該事業の対象施設等となる可能性があります。  

対象施設等として本市による認定を希望される場

合は、基準適合審査の申請が必要ですので、土浦

市保育課にお問合せください。  

※審査の結果、基準適合と認められない場合は、

保護者の方は当該事業の助成金の交付を受けるこ

とができません。  

当該事業の対象

施設等にはあた

りません。  

はい  

はい  

はい  

はい  

はい  

いいえ  

いいえ  

いいえ  

いいえ  

いいえ  



別表（第２条、第１７条関係）  

項目  基準の内容  

１  集団活動に従

事する者の数  

満３歳以上満４歳未満の幼児にあってはおお

むね２０人につき１人以上、満４歳以上の幼児に

あってはおおむね３０人につき１人以上とする。

ただし、１施設等につき常時２人を下回ってはな

らない。  

２  集団活動に従

事する者の資格  

集団活動に従事する者のおおむね３分の１は、

教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）に

基づく幼稚園の教諭の普通免許状を有する者、保

育士、看護師（准看護師を含む。）又は都道府県

知事が行う保育に従事する者に関する研修（都道

府県知事がこれと同等以上のものと認める市町

村長（特別区の長を含む。）その他の機関が行う

研修を含む。）を修了した者（１日に保育する乳

幼児の数が５人以下の施設等に限る。）とする。  

３  集団活動を行

う部屋（以下こ

の項及び次項に

おいて「集団活

動室」という。  

）等の構造設備

及び面積  

（１）集団活動室の面積は、おおむね幼児１人当

たり１．６５平方メートル以上であること。 

（２）便所には手洗設備が設けられているととも

に、集団活動室及び調理室と区画されてお

り、かつ、幼児が安全に使用できるものであ

ること。  

（３）必要な遊具、保育用品等を備えること。  

４  非常災害に対

する措置  

（１）消火用具、非常口その他非常災害に必要な

設備が設けられていること。  

（２）非常災害に対する具体的計画を立て、これ

に対する定期的な訓練を実施すること。  

（３）集団活動室を２階に設ける建物は、建築基

準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第

９号の２に規定する耐火建築物又は同条第

９号の３に規定する準耐火建築物とし、集団

活動室を３階以上に設ける建物は、耐火建築

物とすること。  

（４）建物がない場合にあっては、集団活動の実

態に応じて必要と考えられる措置を講じる

こと。  

５  集団活動の内

容  

（１）幼児一人一人の心身の発育及び発達の状況

に基づいた適切な教育・保育の計画を策定

し、実施すること。  

（２）各施設等の活動方針に基づいた計画を策定

し、実施すること。  

６  給食（給食を

提供している場

合に限る。）  

（１）幼児の年齢、発達の状況、健康状態（アレ

ルギー疾患等を含む。）等に配慮した食事内

容とすること。  

（２）調理は、あらかじめ作成した献立に従って

行うこと。  



７  健康管理及び

安全確保  

幼児の健康観察等を通じて、日々の幼児の健康

を管理するとともに、幼児の安全に配慮した活動

を行うため必要な安全管理を行うこと。  

８  保護者への情

報提供  

集団活動の内容について、書面の交付等によ

り、保護者に説明又は情報提供を行うこと。  

９  職員及び幼児

の帳簿の整備  

職員及び幼児の状況を明らかにする帳簿等を

整備しておくこと。  

１０  会計処理 （１）財政及び経営の状況について、真実な内容

を表示すること。  

（２）全ての取引について、正確な会計帳簿を作

成すること。  

（３）財政及び経営の状況を正確に判断すること

ができるように必要な会計事実を明瞭に表

示すること。  

（４）採用する会計処理の原則及び手続並びに計

算書類の表示方法については、毎会計年度継

続して適用し、みだりにこれを変更しないこ

と。  

 


